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【手続補正書】
【提出日】令和2年5月28日(2020.5.28)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　遊技が可能な遊技機であって、
　原点位置と該原点位置から離れた位置との間で動作可能に設けられた可動体と、
　前記可動体を動作させるための駆動手段と、
　前記駆動手段による前記可動体の動作を制御する制御手段と、
　を備え、
　前記制御手段は、
　前記原点位置に前記可動体を位置させるための第１動作制御と、前記可動体が正常に動
作可能であることを確認するための第２動作制御と、前記可動体による演出を行うための
第３動作制御と、異常が発生した場合に異常を示す第４動作制御と、を実行可能であり、
　前記第２動作制御において、第１速度と該第１速度よりも速い第２速度との範囲内で前
記可動体が動作するように制御し、
　前記第１動作制御において、前記第２動作制御における前記第１速度以下の速度で前記
可動体が動作するように制御する、
　ことを特徴とする遊技機。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００６
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００６】
　前記課題を解決するために、本発明の請求項１に記載の遊技機は、
　遊技が可能な遊技機（例えば、パチンコ遊技機１）であって、
　原点位置と該原点位置から離れた位置との間で動作可能に設けられた可動体（例えば、
第１可動役物３００は、第１可動部３０２が横向きに傾倒する第１退避位置（図１５（Ａ
）参照）と、第１退避から離れた位置において第１可動部３０２が縦向きに起立する第１
演出位置（図１５（Ｂ）参照）との間で回動可能に設けられた第１可動役物３００や、演
出表示装置５の側方に退避する第２退避位置（原点位置、初期位置、図１６（Ａ）参照）
と演出表示装置５の前方における上下方向の略中央位置に配置され第２退避位置から離れ
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た第２演出位置（図１６（Ｂ）参照）との間で往復移動可能に設けられた第２可動役物４
００など）と、
　前記可動体を動作させるための駆動手段（例えば、第１可動役物駆動モータ３０３、第
２可動役物駆動モータ４１１，４２１）と、
　前記駆動手段による前記可動体の動作を制御する制御手段（例えば、演出制御用ＣＰＵ
１２０）と、
　を備え、
　前記制御手段は、
　前記原点位置に前記可動体を位置させるための第１動作制御（例えば、演出制御用ＣＰ
Ｕ１２０が、第１動作制御として第２初期化処理のステップＳ１０５～ステップＳ１１４
の非検出時動作制御やステップＳ１２０～ステップＳ１２８の検出時動作制御を実行する
部分など）と、前記可動体が正常に動作可能であることを確認するための第２動作制御（
例えば、演出制御用ＣＰＵ１２０が、第２動作制御として第２初期化処理のステップＳ２
０１～ステップＳ２１３の実動作確認用動作制御を実行する部分など）と、前記可動体に
よる演出を行うための第３動作制御（例えば、演出制御用ＣＰＵ１２０が、第３動作制御
として図柄の変動表示を実行している期間や大当り遊技状態において可動体演出を実行す
る制御など）と、異常が発生した場合に異常を示す第４動作制御と、を実行可能であり、
を行うことが可能であり、
　前記第２動作制御において、第１速度と該第１速度よりも速い第２速度との範囲内で前
記可動体が動作するように制御し（例えば、演出制御用ＣＰＵ１２０は、実動作確認用動
作制御を実行する場合、第１速度である最低速度（低速）と該最低速度よりも速い第２速
度としての最高速度（高速）との範囲内の速度で可動役物が動作するように制御する。）
　前記第１動作制御において、前記第２動作制御における前記第１速度以下の速度で前記
可動体が動作するように制御する（例えば、演出制御用ＣＰＵ１２０が、第１動作制御と
しての非検出時動作制御や検出時動作制御を実行する場合、第２動作制御としての実動作
確認用動作制御における最低速度以下の速度（本実施例では、実動作確認用動作制御にお
ける最低速度と同じ速度）で可動役物が動作するように制御する部分）、
　ことを特徴としている。
　この特徴によれば、第１動作制御において、可動体はいかなるタイミングでも停止可能
な速度で動作するため、安全に原点位置に位置させることができる。
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